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第２期和光市教育振興基本計画素案の前期計画からの見直しポイント 

 

教育振興基本計画とは 

 教育基本法に基づき策定する、地方公共団体における教育の振興のための施策に関する

基本的な計画であり、和光市の教育の目指す姿とそれを実現するための施策を取りまとめ

たものです。 

 

前期計画からの見直し方針、取り組み 

(1) 前期計画から 5年が経過したことによる各教育分野の状況の変化を踏まえた見直し 

 【見直しにおける基礎情報】 

  ・各教育分野の情勢の変化及び国、県の動向（第２章第１節   計画案 P4-P7） 

  ・市の統計データ及びアンケート結果   （第２章第２・３節 計画案 P8-P18） 

  ・前期計画期間における取組の進捗状況  （第２章第４節   計画案 P28-P34） 

 

(2) 和光市こども計画に基づき、こどもたちの意見を聴き、計画に反映 

  （第２章第３節 計画案 P19-P27） 

  【こどもたちの意見の聴取の概要】 

   テーマ ：あなたが通いたい学校は、どんな学校ですか？ 

   聴取方法：①小学校５年生、中学校２年生へのアンケート調査 

        ②市民まつりでのシール投票 

        ③各小中学校の児童生徒によるオンラインでの意見交換会 

   反映方法：①各基本施策の施策（主な取組例）の記述に反映 

         →計画案・P26（小学校）、P27（中学校）に反映箇所を記載 

        ②各年度の「教育行政アクションプラン」において、施策や事業内容の

検討の際に反映 

 

前期計画からの主な見直しポイント① 基本方針の見直し 

見直し箇所：計画案 P35 第 3章「本市が目指す教育の基本理念と施策体系」 

      １ 施策の体系 (2)基本方針 

見直し内容：基本方針４を「新型コロナウイルス感染症対応に伴う新たな教育の推進」か

ら「デジタル技術の進化に即した情報教育の推進」に変更。 

見直し理由：新型コロナウイルス感染症の終息により、基本方針として掲げることがそぐ

わなくなったため、和光市教育大綱と整合を図り、「デジタル技術の進化に即

した情報教育の推進」とした。 
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前期計画からの主な見直しポイント② 各基本施策の見直し 

 

見直し箇所：計画案 P40-P70 第 4章「施策の展開」の各基本施策 

見直し内容：（主なポイントを記載） 

 

【基本施策１ 確かな学力と自立する力の育成 計画案 P40-P43】 

 ・学校における児童生徒の ICT 活用についての指標を設定 

 ・今後の方向性を踏まえ、「主な取組」を全体的に更新 

 

【基本施策２ 豊かな心と健やかな体の育成 計画案 P44-P47】 

 ・新体力テストに係る指標の取り方を変更（達成した学校の割合→児童生徒の割合） 

 ・今後の方向性を踏まえ、「主な取組」を全体的に更新 

 

【基本施策３ 質の高い学校教育のための教育基盤の整備・充実 計画案 P48-P50】 

 ・教員の ICT スキルの指標を削除（目標達成→児童生徒の ICT 活用に移行） 

 ・今後の方向性を踏まえ、「主な取組」を全体的に更新 

 

【基本施策４ 多様なニーズに対応した教育の推進 計画案 P51-P53】 

 ・不登校対応に係る指標を設定 

 ・今後の方向性を踏まえ、「主な取組」を全体的に更新 

 

【基本施策５ 家庭や地域社会との連携・協働による教育の推進 計画案 P54-P56】 

 ・教職員のコミュニティ・スクールに係る指標について、関心度から理解度に変更 

 ・今後の方向性を踏まえ、「主な取組」を全体的に更新 

 

【基本施策６ 安全安心な学校施設の整備 計画案 P57-P58】 

 ・安全な学習環境づくりとして、防災、防犯の観点から現状と課題、施策の記述を追加 

 ・指標に照明 LED 化、校舎内トイレの洋式化を設定 

 

【基本施策７ こども・若者の居場所づくり 計画案 P59-P61】 

 ・社会教育としての「不登校の児童・生徒の居場所づくり」を施策２に追加 

 ・わこうっこクラブの指標を「わこうっこクラブを利用している児童の満足度」に変更 

 

【基本施策８ 社会教育・生涯学習の振興 計画案 P62-P65」 

 ・基本施策のタイトルを更新し、組織的な教育活動としての「社会教育」を位置づけ 

 ・地域学校協働活動の周知とボランティア人材の育成を施策３に追加 

 

【基本施策９ 歴史的文化資源の保存・活用と創造的な文化の振興 計画案 P66-P68】 

 ・文化財に触れる機会として「体験型講座の実施」を施策２に追加 

 ・「「創造的な文化の振興」について、教育委員会所管の範囲での記載に整理 

 

【基本施策 10 スポーツ・レクリエーション活動の推進 計画案 P69-P70】 

 ・施策３「学校施設や国の施設の有効活用」を「スポーツ施設の利便性向上」に見直し 

 ・指標「スポーツ施設の延べ利用人数」の目標値を上方修正 


